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第２５期佐世保市農業委員会第１９回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和６年１２月２６日（木） ９時３０分から１０時４０分 

 

２ 開催場所  市役所１３階 大会議室 

 

３ 出席農業委員（１５名） 

 

４ 欠席農業委員 

   １番   廣瀨 忠之 

   ６番   磯本 安男 

 １８番   内野 正実 

 

５ 出席推進委員（１４名） 

 

６ 欠席推進委員 

  針尾地区     永田 照雄 

佐世保地区     松永 豊𠮷 

  大野地区     村田  司 

江迎地区     小川 憲人 

 

 

委員  ２番    北村 憲治 

委員  ３番   阿波 茂敏 

委員  ４番   中里 政義 

委員  ５番   本城  充 

委員  ８番   手光 晴也 

委員  ９番   牟田  昇 

委員 １０番     辻  茂樹 

委員 １１番   近藤  誠 

委員 １２番   伊賀﨑 典正 

委員 １３番   水口 一男 

委員 １４番   田中 広昭 

委員 １５番   西尾 政喜 

委員 １６番   赤木 行秀（会長） 

委員 １７番   松永 信義 

委員 １９番   大宅 和子 

江上地区     古川 清志 

宮地区       坂口  要 

三川内地区     迎  篤之 

早岐地区     久野 孝典 

日宇地区     丸田 浩行 

柚木地区     山中 幸治 

中里地区     里 成人 

皆瀬地区     山口 良行 

相浦、九十九地区 冨川 利光 

吉井地区     末永 広幸 

世知原地区    尾﨑 修平 

宇久地区     畠中 辰秀 

小佐々地区    松田  眞 

鹿町地区     松田 庄二 
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７ 農業委員会事務局職員 

事 務 局 局 長  有冨 暢一 

事 務 局 次 長  小長 賢二 

事 務 局 係 長  野宮 寛輝 

事 務 局 主 査  岩佐 隆志 

事 務 局 主 査  岩﨑 孝典 

事 務 局 主 査  田中  豊 

  事務局主任主事  佐藤 拓磨 

 

８ 議事日程 

議事録署名委員の指名 

 

第１５６号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

第１５７号議案  農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請について 

第１５８号議案  農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

第１５９号議案  農地法第５条の規定による買受適格証明願について 

第１６０号議案  非農地証明願について 

第１６１号議案  農用地利用集積計画（案）について 

第１６２号議案  農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について 

第１６３号議案  佐世保市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の 

         一部を改正する規則（案） 

 

報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告３ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告について 

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について 

報告５ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告６ 佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催状況に 

ついて 

報告７ 非農地通知について 

報告８ 農用地利用集積・配分計画解約通知について 

 

９ 会議の概要 

 

副 会 長   只今より、佐世保市農業委員会第１９回総会を開会いたします。一、開会。 

   会長挨拶。 

 

会  長   皆さん、おはようございます。 

       今年も残すところ後５日程になりましたが、西高東低の冬型気圧配置で寒くなって来
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ましたが、新年を迎える準備で皆さんもお忙しくされていることと思いますけれども、

一年を振り返ってみますと年明け早々に石川県能登のマグニチュード７．０の地震があ

りました。まだまだ復興には時間がかかるようですが、早期の復興をお祈りしたいと思

っております。 

       令和の米騒動、また野菜の品薄と温暖化による海水温度の上昇で農作物に影響が出て

きておりますが、農作物も高温に強い品種を選択する必要があるかと考えております。 

       この時期になりますとインフルエンザも増えてきております。健康に注意されまして

ご家族共々良い新年を迎えてくださいますようお願い申し上げまして、簡単ですが挨拶

といたします。第１９回の総会、よろしくご審議いただきますようお願いいたします。 

 

副 会 長   それでは、②委員定足数報告を事務局よりお願いいたします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。委員の定足数についてご報告いたします。本日は１番 廣瀨忠之

委員、６番 磯本安男委員、１８番 内野正実委員より欠席届が提出されておりますが、

現に在任する委員１８名のうち１５名の出席により過半数に達しておりますので、農業

委員会等に関する法律第２７条第３項及び佐世保市農業委員会会議規則第６条の規定に

基づき、本総会が成立していることをご報告いたします。 

なお、針尾地区の永田照雄推進委員、佐世保地区の松永豊𠮷推進委員、大野地区     

の村田司推進委員、江迎地区の小川憲人推進委員から欠席届が提出されていることを併

せてご報告いたします。以上です。 

 

副 会 長   ありがとうございました。続きまして、③議事録署名人については、４番 中里政義

委員、５番 本城充委員、補充として８番 手光晴也委員にお願いいたします。 

 

議  長   それでは、議事に入りたいと思います。 

第１５６号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について、事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第１５６号議案  農地法第４条第１項の規定による許可申請について、ご説

明します。 

１番、柚木地区。申請者は記載のとおりです。申請地所在は柚木元町の３筆。地目は、

登記畑、現況休耕。面積は３筆合計５０２㎡です。転用目的は資材置場。施設は石材置

場５５㎡、駐車場５３㎡、緩衝地２９９㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ha 未満

小集団農地の第２種農地に該当いたします。 

参考事項としまして、こちらは柚木支所から西に約１．２ｋｍの位置にあります。被

害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。日照通風、割栗石を積む

高さを１ｍ未満にし、石が流出しないよう隣接地との間に緩衝地を３ｍ程度設ける。排

水計画、雨水は自然流下。汚水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。

都市計画法関係は許可不要です。 
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以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございました。では、地区担当委員の調査結果をお願いします。１

番柚木地区。 

 

８  番   ８番手光です。１２月２３日に山中推進委員と現地を確認しました。記載のとおり畑

３筆ありまして、畑と畑の間に石積みされておりますが、一部崩落し、今後も崩落する

恐れがあるということで修復したいということであります。被害防除計画としては石が

転がらないようにするだけで周辺に影響はありませんのでよろしくお願いいたします。

以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

山中委員   柚木地区の山中です。周辺農地に及ぼす影響はありませんのでよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１５６号議案については許可相当として県に進達いたします。 

続きまして、第１５７号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承

認申請について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第１５７号議案 農地法第５条第１項の規定による許可後の計画変更承認申請

について、ご説明します。 

１番、相浦、九十九地区。当初申請者、変更申請者は記載のとおりで変更ありません。

申請地についても、計画変更後も変わりありません。転用目的も当初と変わりありませ

ん。変更の理由としましては、当初令和５年４月より令和６年１２月まで西九州自動車

道竹辺１号橋他２号橋工事において上部工工事に係るクレーン設置及び資機材置場等の

設置のため一時転用許可を得ていたが、高架橋下整備工工事を依頼されたため、令和７

年２月まで期間を延長するもの。 

耕作者なし、農地区分は、農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２種農地に該当

いたします。参考事項としまして、こちらは佐世保特別支援学校から北に約５００ｍの

位置にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画盛土最高０．２ｍ。施行済み。
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ビニールシートを敷設し、その上に砂利敷高０．２ｍとして期間満了時にすべて撤去・

除去して現状復帰する。日照通風、建物高を２．７ｍに加減。排水計画、雨水は水路放

流。汚水はくみ取り。生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。 

       ２番、吉井地区。当初申請者、変更申請者について譲受人が変更になっております。

申請地、転用目的などは当初と計画変更後も変わりありません。変更の理由としまして

は、隣接する農地の転用に伴い、進入路の利用者が変更することから当初譲受人から変

更するためです。 

耕作者なし、農地区分は、農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２種農地に該当

いたします。参考事項としまして、こちらは市営直谷住宅から北に約５０ｍの位置にあ

ります。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状の高さのまま利用する。コンク

リート舗装工事を行い、土砂流出を防止するので、被害を及ぼす恐れはない。日照通風、

建築物を設けないため被害を及ぼす恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水・生

活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。 

２番の案件について関係する委員の方がおられます。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   ２番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１条の規

定により、退席していただき審議をいたします。関係する委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   では、地区担当委員の調査結果をお願いします。２番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。これについては農地から進入路に転用した案件です。当初は１０月

に許可が下りておりました。今回はその内容を変更するものです。進入路の６７㎡につ

いては当初の計画では宅地２人分と元々の所有者の３人の共有名義で転用申請があって

許可が下りていた訳ですが、１人分の権利を新たな人へ変更となったものです。実質的

には前回の内容と変わりませんので問題ないと思います。以上です。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。２番の案件は許可相当として県に進達いたします。委員は入室願いま
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す。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは１番の案件に移ります。１番、相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。１２月２１日に冨川推進委員と現地を見てまいりました。現在高

速道路の資材置き場として使っているところ、工期延長のために申請が出たということ

で何ら問題ないと思われます。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。今伊賀﨑委員が言われたとおり問題ありません。以上

です。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１５７号議案については許可相当として県に進達いたします。 

続きまして、第１５８号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第１５８号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請について、ご説明

します。 

       １番、針尾地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は針尾東町の１筆。

地目は、登記畑、現況休耕。面積は１筆６１４㎡です。転用目的は駐車場、駐機場。権

利は、所有権移転売買です。施設は駐車場、重機含む１２台、１７５㎡、進入路１５０

㎡、法面及び余地２８９㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２

種農地に該当いたします。 

参考事項としまして、こちらは針尾小学校から北に約８００ｍの位置にあります。被

害防除計画の内容としては、造成計画、現状の高さのまま利用する。整地のみ行う。ブ

ロック積を設け、土砂流出を防止することから被害を及ぼす恐れはない。日照通風、工

作物を設けないことから、被害を及ぼす恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水、



7 

生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は許可不要です。 

２番、早岐地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は上原町の１筆。

地目は、登記田、現況休耕。面積は７８４㎡です。転用目的は駐車場。権利は、所有権

移転売買です。施設は駐車場２８台、７８４㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ha未

満小集団農地の第２種農地に該当いたします。 

参考事項としまして、上原町公民館から北に約７７０ｍの位置にあります。被害防除

計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。整地のみ行う。日照通風、建築

物を設けないため被害を及ぼす恐れはない。排水計画、雨水は溜桝から水路放流。汚水、

生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は許可不要です。 

３番、中里地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は吉岡町の１筆。

地目は、登記畑、現況休耕。面積は５８１㎡、実測３５４．７４㎡です。転用目的は分

家住宅。権利は、所有権移転贈与です。施設は住宅１棟木造平屋建、建築面積１０３．

９２㎡。耕作者なし。農振内白地で、該当施設からおおむね３００ｍ以内の第３種農地

に該当いたします。 

参考事項としまして、中里皆瀬支所から南東に約２９０ｍの位置にあります。被害防

除計画の内容としては、造成計画、切土最高０．３ｍ、最低０．２ｍ。土留め工事を行

う。日照通風、建物高を加減。６．７ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚水、生活

雑排水は合併浄化槽から水路。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は分家住

宅です。 

４番、相浦、九十九地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は庵浦町

の２筆。地目は、登記畑、現況休耕。面積は２筆合計３４６㎡、実測で１５１㎡です。 

転用目的は資材置場。権利は、所有権移転売買です。施設は資材置場６０㎡、通路及

び余地９１㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２種農地に該当

いたします。 

参考事項としまして、こちらは旧庵浦小学校から東に約３７０ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、現状の高さのまま利用する。転圧のみ行う。

日照通風、周辺は住宅地であり、農地はないため、被害を及ぼす恐れはない。排水計画、

雨水は自然流下。汚水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。都市計

画法関係は許可不要です。 

５番、吉井地区。こちらは先ほどの議案で承認を頂いた計画承認申請の２番の案件で

す。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は吉井町直谷の１筆。地目は、登

記田、現況不耕作。面積は６７㎡です。転用目的は進入路。権利は、所有権移転売買で

す。施設は進入路６７㎡。耕作者なし。農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２種

農地に該当いたします。 

参考事項としまして、こちらは市営直谷住宅から北に約５０ｍの位置にあります。被

害防除計画の内容としては、造成計画、現状の高さのまま利用する。コンクリート舗装

工事を行い土砂流出を防止するので被害を及ぼす恐れはない。日照通風、建築物を設け

ないため被害を及ぼす恐れはない。排水計画、雨水は自然流下。汚水、生活雑排水は生

じない。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は都市計画区域外です。 
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６番、吉井地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は吉井町踊瀬の１

筆。地目は、登記田、現況田。面積は４４８㎡です。転用目的は一般個人住宅。権利は、

所有権移転売買です。施設は住宅１棟木造２階建、建築面積６４．１４㎡。耕作者なし。

農振内白地で、１０ha未満小集団農地の第２種農地に該当いたします。 

参考事項としまして、下橋川内町内会公民館から西に約２５０ｍの位置にあります。

被害防除計画の内容としては、造成計画、盛土最高０．５ｍ。進入部分のみ盛土による

スロープ造成。コンクリートにて舗装するため土砂流出の恐れはない。日照通風、建物

高を加減。７．１ｍ程度。排水計画、雨水は水路放流。汚水、生活雑排水は合併浄化槽

から水路。添付書類は記載のとおりです。都市計画法関係は都市計画区域外です。 

７番、江迎地区。譲受人、譲渡人は記載のとおりです。申請地所在は江迎町根引の１

筆。地目は、登記畑、現況堆肥舎。面積は５６０㎡です。転用目的は堆肥舎。権利は、

所有権移転贈与です。施設は堆肥舎１棟１１６㎡。耕作者なし。農振内農用地に該当い

たします。 

参考事項としまして、ながさき西海中央ライスセンターから南西に約７００ｍの位置

にあります。被害防除計画の内容としては、造成計画、現状のまま利用する。平成１６

年施工以降、被害を及ぼしたことはない。日照通風、建物高を加減。４．９ｍ程度。排

水計画、雨水は水路放流。汚水、生活雑排水は生じない。添付書類は記載のとおりです。 

都市計画法関係は許可不要です。 

 なお、１番の案件についてですが、本日急遽委員から欠席の連絡をいただいておりま

して、現地調査の結果は電話にて報告を受けております。１２月に現地調査を行い、こ

の案件は８月の除外案件であり、現地調査の結果、問題ないと意見をお伺いしておりま

す。 

また１、５番の案件について関係する委員の方がおられます。 

以上です。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   １番、５番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３１

条の規定により、退席していただき審議をいたします。関係する委員は一時退席願いま

す。まずは、１番の案件に該当する委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   急遽針尾地区の廣瀨忠之委員が欠席しておりますが、ただいま事務局から説明があり

ましたとおり１２月に現地調査を行い問題ないということでしたので、これを報告に代

えさせていただきたいと思います。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

９  番   ９番牟田です。転用目的の中に駐機場と書いてありますが、この駐機場とはどういう
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ものでしょうか。 

 

事 務 局   重機を含むということで、そのように記載しております。申請の転用目的を記載して

おりまして、職員用の駐車場とユンボとか重機を置くための駐機場ということで、その

ように記載しているとお伺いしております。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。この案件は全体が６１４㎡、駐車場に利用するのが１７５㎡、法面

と余地が２８９㎡となっています。あまりにも利用率が悪い。ブロック積みを設けると

ありますが、どうせブロック積みを設けるのであれば、法面や余地からブロックを積め

ば駐車場の面積が増えそうな気がします。利用道は除外して転用するのはどうかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

 

事 務 局   土地として平たい面はありますが、途中から傾斜があって駐車場として利用できない

所があったり、土地に大きな石があって使い勝手が悪くて、最終的に駐車場として利用

できるのは、このような面積にならざるを得なかったと思われます。 

 

議  長   他にご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。１番の案件は許可相当として県に進達いたします。委員は入室願いま

す。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは次に５番の案件に移ります。該当する委員は一時退席願います。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   では、地区担当委員の調査結果をお願いします。５番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。この案件は先ほど第１５７号議案で承認いただいた件でありまして、

今回改めて農地法第５条第１項の規定による許可申請であります。何の問題もありませ

ん。以上です。 
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議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。５番の案件は許可相当として県に進達いたします。委員は入室願いま

す。 

 

～委員入室～ 

 

議  長   それでは残りの案件の審議に移ります。 

 

議  長   では、地区担当委員の調査結果をお願いします。２番早岐地区。 

 

５  番   ５番本城です。１２月２３日に久野委員と現地調査に行ってまいりました。譲受人は

老健福祉施設事業そして保育園事業をなされておりまして、イベント等をされるときに

駐車場が足りないということで、駐車場を求めておりまして、現況は休耕地で道路、住

宅、水路に囲まれておりまして、整備をして利用されるということですので周辺農地へ

の営農に支障を生じさせる恐れはないと見てまいりました。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

久野委員   早岐地区の久野です。先ほど、本城委員が言われた通りで問題ないものと思います。

以上です。 

 

議  長   続きまして、３番中里地区。 

 

１ １ 番   １１番近藤です。１２月２１日に 里委員と現地を見てまいりました。申請地には分

家住宅を建てるということで、問題はないと見てまいりました。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

里委員   中里地区の 里です。今、近藤委員が言われた通り１２月２１日に現地を見てまいり 

ました。周辺は住宅地になっておりますし、分家住宅ということで問題ないものと思い
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ます。以上です。 

 

議  長   続きまして、４番相浦、九十九地区。 

 

１ ２ 番   １２番伊賀﨑です。１２月２１日に冨川委員と現地調査に行ってまいりました。申請

地は畑ですが現在休耕で作付け者もいらっしゃいません。問題はないと見てまいりまし

た。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

冨川委員   相浦、九十九地区の冨川です。今、伊賀﨑委員が言われた通り問題ないと見てまいり

ました。以上です。 

 

議  長   続きまして、６番吉井地区。 

 

１ ３ 番   １３番水口です。１２月２４日に末永委員と現地調査に行ってまいりました。申請地

は南側が県道、残りの三方は宅地化されておりまして、問題はないと見てまいりました。

以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

末永委員   吉井地区の末永です。今、水口委員が言われた通り問題ないと見てまいりました。以

上です。 

 

議  長   続きまして、７番江迎地区。 

 

１ ７ 番   １７番松永です。まったく問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

１ ５ 番   １５番西尾です。７番の案件で面積５６０㎡に対して堆肥舎の面積は１１６㎡となっ

ていますが、他の余った土地には進入路が考えられますけど、この部分だけを農業用地

施設とする方がいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 

事 務 局   土地の形状についてですが、堆肥舎が実際に建っているのが土地の下の段で、上の段

から堆肥を落とすタイプになっていて、車をつけて堆肥を下すという形になっているの

で、棟自体は１１６㎡になりますが、堆肥を運んでくる車を付ける場所、転回場所も必

要となるのでこのような面積となっています。 
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議  長   他にご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１５８号議案については許可相当として県に進達いたします。 

続きまして、第１５９号議案 農地法第５条の規定による買受適格証明願について、

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   はい、第１５９号議案 農地法第５条の規定による買受適格証明願について、説明い

たします。 

この議案は、長崎地方裁判所佐世保支部による不動産競売事件に係る期間入札参加の

ための証明願いで、競売対象地に対しての証明願が提出されております。証明願の対象

地については、既に宅地となっており、７月総会にて違反転用事案として報告させてい

ただいた案件となります。物件については議案のとおりとなります。 

また、この議案については、農地法第５条許可申請に準じて審議になりますので、承

認を得られれば、競売後の落札者による５条申請は、局長専決で許可相当として長崎県

へ意見書を送付いたします。 

なお、買受適格証明願については、競売に係る情報になりますので、守秘義務の徹底

をお願いします。 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議  長   では、地区担当委員の調査結果をお願いします。早岐地区。 

 

５  番   ５番本城です。１２月２４日に久野委員と現地調査に行ってまいりました。こちらの

案件は７月総会の時に違反転用事案として報告がありました。既に宅地となっており、

現地調査を行った結果、周辺農地への営農に支障を生じさせる恐れはないと判断して参

りました。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

久野委員   早岐地区の久野です。先ほど、本城委員が言われた通りで問題ないものと思います。

以上です。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 
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委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１５９号議案について、許可相当として適格者であると認め、県 

      へ意見書を送付いたします。この案件については、守秘義務の徹底をよろしくお願いし

ます。次に、第１６０号議案 非農地証明願について、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第１６０号議案 非農地証明願について説明いたします。 

       １番三川内地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は三川内本町の１筆。登記

地目田、現況駐車場。面積１９㎡。願出の理由は記載のとおりです。参考事項としまし

て、こちらは三川内駅より北西へ約７０ｍの位置にあり、農振外で、事由の②－１に該

当します。 

２番早岐地区。願出人は記載のとおりです。土地の所在は重尾町の１筆。登記地目田、

現況宅地。面積４２㎡。願出の理由は記載のとおりです。参考事項としまして、こちら

は重尾バス停より南西へ約４０ｍの位置にあり、農振外で、事由の②－１に該当します。 

以上、ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   では、地区担当委員の調査結果をお願いします。１番三川内地区。 

 

４  番   ４番中里です。１２月２２日に迎推進委員と現地を確認してまいりました。ここは病

院の駐車場になっておりまして、周辺も駐車場のため特に問題ありません。以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 

 

迎 委員   三川内地区の迎です。１２月２２日に中里委員と現地を見てまいりまして、ずっと前

から駐車場に取り込まれており問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   では２番早岐地区。 

 

５  番   ５番本城です。１２月２４日に久野委員と現地を見てまいりました。この建物は昭和

２６年以前から建っておりまして、その敷地として利用されてきました。現在に至るま

で耕作は一切されておりません。そういったことから問題ないと判断して参りました。

以上です。 

 

議  長   それでは地区担当推進委員の意見をお願いします。 
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久野委員   早岐地区の久野です。先ほど、本城委員が言われた通りで問題ないものと思います。

以上です。 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１６０号議案について、非農地証明を交付することといたします。 

次に、第１６１号議案 農地利用集積計画（案）について、事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   第１６１号議案 農用地利用集積計画（案）についてご説明いたします。 

利用権の設定について、中里地区５件、皆瀬地区４件、吉井地区１件、宇久地区２件、

鹿町地区１件となっております。氏名並びに権利の内容等につきましては、記載のとお

りです。 

なお、１番から５番の案件について関係する委員の方がおられます。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長    １番から５番の案件は、除斥の対象となる委員がおられますので、農業委員会法第３

１条の規定により、退席していただき審議をいたします。関係する委員は一時退席願い

ます。 

 

～委員退席～ 

 

議  長   それでは、意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の委員は挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。１番から５番について、承認されましたので（案）を削除願います。 

委員は入室願います。 



15 

 

～委員入室～ 

 

議  長     それでは残りの案件に移ります。 

 

議  長   ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１６１号議案は、すべて承認されましたので、（案）を削除願いま

す。次に、第１６２号議案 農地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）に

ついて、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第１６２号議案 農用地利用集積計画一括方式【農地中間管理事業】（案）について、

ご説明いたします。 

農地中間管理事業に係る一括方式による利用権設定につきましては、早岐地区１件、

吉井地区２件、世知原地区３０件の合計３３件の申し出があっております。氏名並びに

権利の内容等につきましては、記載のとおりです。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１６２号議案は、すべて承認されましたので、（案）を削除願いま

す。次に、第１６３号議案 佐世保市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関

する規則の一部を改正する規則（案）、事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   第１６３号議案 佐世保市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

の一部を改正する規則（案）について、ご説明いたします。 
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刑法等の一部改正に伴い、刑罰のうち懲役及び禁錮が廃止され、新たに拘禁刑が新設

されたことから、条文中の文言を整理するため提案するものです。規則の第３条（２）

のロ、禁錮の表現を拘禁刑に改めます。刑法等の一部改正の施行日が令和７年６月１日

となっていることから、この規則改正も令和７年６月１日から施行するものとしていま

す。なお、本議案が承認されましたのち、速やかに公布を行いたいと考えております。 

ご審議よろしくお願いいたします。 

 

議  長   それでは意見質疑に入りたいと思います。ご意見等ございませんか。 

 

委  員   （なし） 

 

議  長   ないようですので、採決に移ります。賛成の農業委員の挙手をお願いします。 

 

農業委員   （挙手多数） 

 

議  長   賛成多数です。第１６３号議案は、すべて承認されましたので、（案）を削除願いま

す。これで、議案審議が終了しましたので、報告案件に移ります。事務局の報告をお願

いします。 

 

事 務 局   はい、事務局です。 

       報告１ 農地法第３条の３の規定による届出の報告について 

報告２ 農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に 

ついて 

報告３ 農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出の局長専決受理報告に 

ついて 

報告４ 農地転用許可不要案件の受理について 

報告５ 都市計画法に係る開発事前協議開催状況について 

報告６ 佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱に係る事前協議開催 

状況について 

報告７ 非農地通知について 

報告８ 農用地利用集積・配分計画解約通知について 

内容に関しましては、添付しております資料のとおりですので、ご確認をお願いいた

します。以上です。 

 

議  長   報告事項が終わりましたので、その他に移りたいと思います。事務局より説明をお願 

いします。 

 

事 務 局   【遊休農地利用意向調査の回答状況について】 

【緊急連絡網の更新について】 
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【親農会新年会（令和７年１月２７日）の開催について】 

【中間管理機構が集積している農地面積及び貸付している配分面積の状況について】 

 

議  長   以上で本日の総会を終了したいと思います、副会長からご挨拶をお願いします。 

 

副 会 長   本日は、慎重にご審議をいただき、ありがとうございました。これをもちまして、第

１９回総会を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 


